
［
特
集
］ 

社
会
に
開
か
れ
た
少
年
院 

 

 
 

・
帯
広
少
年
院
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

 
 
 

 
 

・
地
域
に
支
え
ら
れ
、
貢
献
す
る
少
年
院 
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［特集］ 

少
年
鑑
別
所
が
行
う
地
域
援
助 

 

・
少
年
鑑
別
所
の
専
門
性
と
地
域
援
助 

 
 
 

・
地
域
援
助
へ
の
取
組
み 

～
函
館
少
年
鑑
別
支
所
～ 

・
少
年
が
関
わ
る
特
殊
詐
欺
の
現
状 



 

は
じ
め
に 

 
 

 

「
武
家
の
商
法
」
と
い
う
言
葉
を
御
存
知
で

し
ょ
う
か
。
明
治
の
初
め
、
武
士
は
自
ら
の
才

覚
で
生
計
を
立
て
る
こ
と
に
な
り
、
商
売
に
手

を
出
し
た
者
も
い
た
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
横
柄
に
振
る
舞
う
癖
が
出
て
失
敗
す
る

者
が
続
出
し
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
武
家
の
商

売
で
一
番
多
か
っ
た
の
は
古
物
商
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
先
祖
伝
来
の
品
を
売
れ
ば
、
手
っ
取

り
早
く
何
と
か
食
べ
て
い
け
る
と
考
え
た
よ
う

で
す
。 

 
 

講
演
な
ど
に
呼
ん
で
い
た
だ
い
た
際
、
お
集

ま
り
い
た
だ
い
た
皆
様
に
、
少
年
鑑
別
所
の
地

域
援
助
機
能
に
つ
い
て
お
伝
え
し
て
い
ま
す

が
、
ま
だ
ま
だ
御
存
知
な
い
方
が
多
く
、
努
力

が
足
り
な
い
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
働

き
掛
け
を
十
分
に
行
わ
ず
、
黙
っ
て
待
つ
ば
か

り
で
は
、
何
事
も
決
し
て
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
先
人
が
築
き
上
げ
た
財
産
で
あ
る
「
犯
罪

や
非
行
の
専
門
施
設
」
と
い
う
看
板
を
手
っ
取

り
早
く
掲
げ
る
だ
け
で
は
、
そ
の
値
打
ち
が
理

解
さ
れ
ず
、
活
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。 

 
本
稿
で
は
、
少
年
鑑
別
所
が
行
う
地
域
援
助

に
つ
い
て
、
そ
の
「
専
門
性
」
と
の
関
係
か
ら

改
め
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

  

少
年
鑑
別
所
の
業
務
と
近
年
の
動
向 

  

少
年
鑑
別
所
の
主
な
業
務
は
、
家
庭
裁
判
所

の
決
定
に
基
づ
き
、
少
年
を
「
収
容
」
し
た
上

で
、
そ
の
行
動
を
観
察
し
な
が
ら
、
「
鑑
別
」

を
行
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
最
近
、
犯

罪
や
非
行
が
減
少
し
、
収
容
さ
れ
る
少
年
も
減

少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
背
景
に

は
、
生
活
が
安
定
す
る
中
で
少
年
の
不
満
が
生

じ
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
仲
間
と
の
つ
な

が
り
が
希
薄
化
し
、
集
団
で
の
非
行
が
生
じ
に

く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
社
会
内
に
お
い
て
早

期
に
非
行
の
あ
る
少
年
を
支
援
す
る
受
け
皿
が

充
実
し
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
変
化
の
中
で
、
障
が
い
な
ど
の
ハ

ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
た
り
、
愛
着
形
成
や

発
達
に
ま
つ
わ
る
深
刻
な
問
題
を
抱
え
て
い
た

り
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
支
援
を
受
け
ら
れ
な

い
ま
ま
放
置
さ
れ
、
あ
る
い
は
周
囲
が
支
え
き

れ
な
か
っ
た
た
め
に
非
行
に
走
り
、
少
年
鑑
別

所
に
収
容
さ
れ
て
く
る
少
年
が
最
近
多
い
よ
う

に
感
じ
ま
す
。 

 

  

少
年
鑑
別
所
の
専
門
性 

  

少
年
鑑
別
所
で
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
で

い
ら
れ
る
落
ち
着
い
た
環
境
を
整
え
た
上
で
、

鑑
別
を
行
い
ま
す
。
医
学
的
診
断
、
心
理
テ
ス

ト
、
面
接
、
行
動
観
察
を
通
じ
て
少
年
の
特
性

を
捉
え
、
問
題
点
を
総
合
的
に
分
析
し
た
上

で
、
改
善
更
生
に
向
け
た
方
針
を
提
示
し
ま

す
。 

 

長
年
培
っ
て
き
た
少
年
鑑
別
所
の
専
門
性
を
端

的
に
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

  

一 

犯
罪
・
非
行
・
司
法
手
続
き
に
関
す
る

豊
富
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
。 

  

二 

科
学
的
な
調
査
（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）
を

日
常
業
務
と
し
て
お
り
、
対
象
者
の
性
格
や

行
動
傾
向
を
見
い
だ
す
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る

こ
と
。 

  

三 

臨
床
心
理
学
を
学
ん
だ
専
門
ス
タ
ッ
フ

や
、
健
全
育
成
に
資
す
る
働
き
掛
け
に
長
け

た
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

札幌少年鑑別所長 中嶋 英治 

少
年
鑑
別
所
の
専
門
性
と 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

地
域
援
助 



  
法
務
少
年
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
地
域
援
助 

  

こ
う
し
た
専
門
性
を
地
域
の
犯
罪
及
び
非
行
の
防

止
等
に
役
立
て
て
い
た
だ
く
た
め
の
仕
組
み
が
、
地

域
援
助
で
す
。
お
困
り
の
方
々
に
抵
抗
感
な
く
利
用

い
た
だ
け
る
よ
う
、
「
少
年
鑑
別
所
」
で
は
な
く
、

「
法
務
少
年
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
名
称
で
、
支

援
を
実
施
し
て
い
ま
す
（
当
所
は
「
法
務
少
年
支
援

セ
ン
タ
ー
さ
っ
ぽ
ろ
」
で
す
）
。
「
少
年
」
と
あ
り

ま
す
が
、
対
象
を
少
年
や
そ
の
保
護
者
等
に
限
っ
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
さ
い
お
子
様
か
ら

成
人
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ら
の
機
能
を
必
要
と
さ
れ

る
方
が
い
つ
見
え
ら
れ
て
も
、
お
役
に
立
て
る
よ
う

準
備
を
整
え
て
い
ま
す
。
相
談
料
は
無
料
で
す
。 

 

援
助
の
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

一 

個
人
援
助 

 

個
人
援
助
は
、
悩
み
を
抱
え
た
地
域
の
方
々
か
ら

直
接
御
依
頼
を
受
け
て
実
施
す
る
も
の
で
す
。 

 

例
え
ば
、
お
子
さ
ん
に
家
財
の
持
ち
出
し
、
夜
遊

び
、
無
断
外
泊
な
ど
の
問
題
行
動
が
あ
り
、
ど
う
接

す
る
べ
き
か
悩
ん
で
い
る
保
護
者
の
皆
様
、
対
人
関

係
や
自
分
の
適
性
に
つ
い
て
悩
み
を
抱
え
て
い
る

学
生
や
社
会
人
の
皆
様
、
刑
務
所
や
少
年
院
を
出
た

後 

な
か
な
か
仕
事
が
続
か
ず
に
困
っ
て
い
る
皆
様

や
そ
の
雇
用
主
の
方
々
な
ど
に
、
法
務
少
年
支
援
セ

ン
タ
ー
が
お
力
に
な
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

法
務
少
年
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
相
談
に
応
じ
て

助
言
を
行
っ
た
り
、
心
理
検
査
等
に
基
づ
い
て
分
か

り
や
す
く
説
明
し
た
り
、
他
の
専
門
機
関
を
御
紹
介

し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
「
性
」
や

「
暴
力
」
に
関
す
る
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
を
活
用
し
た
働

き
掛
け
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

二 

機
関
等
援
助 

 

機
関
等
援
助
は
、
関
係
機
関
か
ら
の
御
依
頼
に

応
じ
、
各
種
の
支
援
を
実
施
す
る
も
の
で
す
。 

 
 

例
え
ば
、
相
談
機
関
に
係
属
中
の
少
年
や
学
校

に
通
う
生
徒
等
に
つ
い
て
、
相
談
内
容
に
応
じ

て
、
知
能
検
査
・
心
理
検
査
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

の
実
施
、
問
題
行
動
の
分
析
、
担
当
者
に
対
す
る

助
言
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
結
果

に
つ
い
て
は
、
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
て
お
伝
え
す

る
こ
と
も
可
能
で
す
。
関
係
機
関
が
実
施
す
る
事

例
検
討
会
に
出
席
し
て
、
専
門
的
な
立
場
か
ら
意

見
を
述
べ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

 
 

講
演
や
研
修
等
も
お
引
き
受
け
し
て
い
ま
す
。

生
徒
を
対
象
と
し
た
薬
物
使
用
等
に
関
す
る
非
行

防
止
教
室
、
関
係
機
関
の
職
員
や
自
治
会
等
地
域

の
皆
様
を
対
象
と
し
た
研
修
に
講
師
を
派
遣
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
少
年
鑑
別
所
の
役
割
」
、

「
時
代
の
変
化
と
少
年
非
行
の
動
向
」
、
「
薬
物

非
行
と
は
」
、
「
自
ら
と
向
き
合
う
た
め
の
環
境

作
り
」
等
、
そ
の
専
門
性
を
生
か
し
た
話
題
を
提

供
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
大
学
生
等

を
対
象
に
学
術
的
な
講
義
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
研
修
等
は
、
見
学
も

兼
ね
て
当
所
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。 

  

お
わ
り
に 

  

本
年
度
、
当
所
に
は
、
地
域
援
助
を
一
層
推
進
す

る
た
め
、
「
地
域
非
行
防
止
調
整
官
」
が
配
置
さ

れ
、
関
係
機
関
の
皆
様
に
地
域
援
助
に
つ
い
て
御
説

明
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の
連
携
の
在
り
方
に

つ
い
て
御
相
談
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

 

武
家
の
商
法
に
陥
る
こ
と
な
く
、
今
後
と
も
地
域

に
頼
ら
れ
る
施
設
と
な
る
よ
う
努
力
を
重
ね
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
各
地
域
に
あ
る
少
年
鑑
別
所
（
法
務

少
年
支
援
セ
ン
タ
ー
）
を
御
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。 

 

 

 

札幌少年鑑別所沿革 
 

昭和２４年１月 

 札幌市南９条西１８丁目に開庁 
 

平成１６年１月 

 現在地に移転 
 

平成２７年６月 

 法務少年支援センター札幌開設 
 

平成３０年４月 

 函館少年鑑別所の分所化 
 

平成３１年４月 

 釧路少年鑑別所の分所化 



れ・貢献する少年院 

少年鑑別所は，地域の非行・犯罪の防止や青少年の健全育成に貢献するため，

様々な活動を行っています。札幌少年鑑別所が行っている一部を御紹介します。 

― 地域のために ― 

 白石区保護司会の皆様に，当所心

理技官及び法務教官から「発達障害

を持つ少年との関わり方」と題する講

演を実施しました。 

 「法務少年支援センターさっぽろ」

は，少年鑑別所の隣に，相談専用の

建物が設置されております。 

 毎年１１月頃を目途に，施設見学

会を実施しています。関係機関から

の参観申し込みも随時承っています

（担当：庶務課）。 

 中学校からの依頼で，薬物乱用防

止教室を実施しました。不良仲間との

交友防止や，非行・犯罪防止の講話

も承ります。 



  

函
館
少
年
鑑
別
支
所
は
、
平
成
３
０
年
４
月
に

札
幌
少
年
鑑
別
所
の
分
所
と
な
り
、
職
員
数
も
１

４
名
か
ら
８
名
へ
と
大
幅
に
減
少
し
ま
し
た
。 

 

限
ら
れ
た
職
員
で
、
鋭
意
業
務
に
取
り
組
ん
で

お
り
ま
す
。 

 

  

 

  

―
所
管
す
る
地
域
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

  
 

函
館
少
年
鑑
別
支
所
が
所
管
す
る
地
域
は
、
函
館

市
に
総
合
振
興
局
を
置
く
渡
島
管
内
、
江
差
町
に

総
合
振
興
局
を
置
く
檜
山
管
内
に
加
え
、
後
志
総

合
振
興
局
管
内
の
寿
都
郡
寿
都
町
、
黒
松
内
町
及

び
島
牧
郡
島
牧
村
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

―
職
員
定
員
が
減
り
、
業
務
に
影
響
は
出
て
お
り
ま 

せ
ん
か
？ 

 

 
 

平
成
３
０
年
は
、
入
所
人
員
こ
そ
開
庁
以
来
最
低

と
な
り
ま
し
た
が
、
地
域
援
助
は
積
極
的
に
行
っ
て

き
ま
し
た
。 

 

職
員
の
減
少
に
よ
っ
て
業
務
の
質
が
低
下
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
支
所
が
一
丸
と
な
っ
て
地
域
援

助
に
力
を
注
い
だ
結
果
、
特
に
個
人
援
助
件
数
に
つ

い
て
は
、
支
所
化
以
前
よ
り
も
増
加
し
て
い
ま
す
。 

  

―
昨
年
度
の
地
域
援
助
実
績
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

 

平
成
３
０
年
度
は
、
個
人
援
助
を
４
８
件
、
機
関

等
援
助
を
１
２
４
件
実
施
し
て
い
ま
す
。
個
人
援

助
で
は
不
登
校
、
交
友
関
係
、
無
断
外
泊
等
の
問

題
行
動
に
つ
い
て
、
継
続
的
に
相
談
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

―
関
係
機
関
向
け
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ

て
い
ま
す
か
？ 

  
 

函
館
保
護
観
察
所
に
お
け
る
交
通
講
習
、
市
内
生

徒
指
導
教
諭
で
構
成
さ
れ
る
協
議
会
へ
の
参
画
、
函

館
児
相
談
所
・
函
館
市
子
ど
も
未
来
部
子
育
て
支
援

課
等
へ
の
情
報
提
供
及
び
助
言
、
函
館
地
方
検
察
庁

の
依
頼
に
よ
る
知
能
検
査
、
児
童
福
祉
施
設
で
の
心

理
検
査
、
学
校
か
ら
の
依
頼
に
よ
る
薬
物
乱
用
防
止

教
室
及
び
先
生
方
に
対
す
る
講
演
等
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
心
理
技
官
だ
け
で
は
な
く
、
法
務
教
官
も
多

く
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。 

 
 

 

―
最
後
に
一
言
お
願
い
し
ま
す
。 

  
 

少
年
鑑
別
所
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
収
容
施
設
と

の
印
象
が
強
く
、
地
域
援
助
へ
の
な
じ
み
が
薄
い
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。
函
館
少
年
鑑
別
支
所
で
は
、
本

所
で
あ
る
札
幌
少
年
鑑
別
所
と
連
携
し
、
鑑
別
・
地

域
援
助
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
充
実
さ
せ
る
べ
く
日
々

の
業
務
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。 

 
 

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

地
域
援
助
へ
の
取
組 

 

― 

函
館
少
年
鑑
別
支
所 

― 
 



  
 

                                 

   

       

 

詐
欺
に
よ
る
新
収
容
者
数
の
増
加 

  

親
族
等
に
な
り
す
ま
し
、
主
に
高
齢
者
を
電
話
越

し

に

欺

い

て
、
金

員

の

振

込

み

指

示

や

通

帳
・

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
等
の
詐
取
を
行
う
い
わ
ゆ
る

「
お
れ
お
れ
詐
欺
」
や
「
な
り
す
ま
し
詐
欺
」
に
つ

い
て
は
、
平
成
１
５
年
夏
頃
か
ら
そ
の
発
生
が
目
立

ち
始
め
て
お
り
、
平
成
２
９
年
に
は
、
被
害
総
額
は

約
３
３
５
億
円
に
な
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
グ
ラ
フ
は
、
詐
欺
事
件
で
全
国
の
少
年
鑑
別
所
・

少
年
院
に
収
容
さ
れ
た
人
数
の
変
遷
で
す
。 

 

平
成
２
９
年
の
少
年
鑑
別
所
の
収
容
者
数
は
、
平

成
元
年
の
約
３
分
の
１
に
減
少
し
て
い
る
一
方
、
詐

欺
の
件
数
は
、
５
倍
以
上
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
ま

す
。 

 

少
年
事
件
全
体
に
占
め
る
割
合
も
、
平
成
元
年
は

全
事
件
の
１
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
の
に
対
し
、
平
成

２
９
年
に
は
１
０
パ
ー
セ
ン
ト
弱
に
増
え
て
い
ま

す
。 

  

特
殊
詐
欺
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て 

  

特
殊
詐
欺
は
、
複
数
の
犯
人
が
役
割
を
分
担
し
て

実
行
す
る
組
織
犯
罪
で
す
。
指
示
役
の
下
に
、
電
話

を
掛
け
て
だ
ま
す
役
割
の
「
掛
け
子
」
、
現
金
を
受

け
取
る
役
の
「
受
け
子
」
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
等
か
ら
現
金
を

引
き
出
す
役
の
「
出
し
子
」
の
他
に
、
足
の
つ
か
な 

 

 

い
電
話
や
高
齢
者
宅
の
電
話
番
号
名
簿
な
ど
を
調
達

す
る
裏
方
も
存
在
し
ま
す
。 

 

特
殊
詐
欺
で
捕
ま
る
少
年
の
多
く
は
、
「
掛
け

子
」
や
「
受
け
子
」
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
「
お
金

を
受
け
取
る
だ
け
で
給
料
が
も
ら
え
る
楽
な
仕
事
が

あ
る
。
」
と
誘
わ
れ
、
ア
ル
バ
イ
ト
感
覚
で
犯
罪
に

手
を
染
め
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

特
殊
詐
欺
で
入
所
す
る
少
年
の
役
割 

  

少
年
鑑
別
所
に
入
所
す
る
少
年
に
は
、
年
齢
不
相

応
な
ス
ー
ツ
姿
の
者
が
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
中
に

は
特
殊
詐
欺
に
関
与
し
て
捕
ま
っ
た
少
年
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

い
わ
ゆ
る
「
受
け
子
」
や
「
出
し
子
」
は
、
組
織

の
中
で
は
末
端
の
役
割
で
あ
り
，
組
織
の
全
体
像
を

知
ら
な
い
者
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。 

 

組
織
の
仲
介
役
に
、
電
話
の
指
示
通
り
に
行
動
し

て
く
れ
れ
ば
良
い
か
ら
と
言
わ
れ
、
携
帯
電
話
一
つ

渡
さ
れ
、
指
示
さ
れ
た
場
所
で
金
銭
を
受
け
取
り
、

張
り
込
ん
で
い
た
警
察
官
に
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
る

ケ
ー
ス
が
多
く
あ
り
ま
す
。 

 

当
人
は
、
仲
介
役
の
本
名
す
ら
知
ら
ず
、
逮
捕
さ

れ
て
も
「
使
い
捨
て
」
に
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
す
。 

  
 

 
 

 
少
年
が
関
わ
る
特
殊
詐
欺
の
現
状 

少
年
非
行
は
、
時
代
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
ま
す
。 

暴
走
族
の
数
は
減
少
し
、
ひ
っ
た
く
り
な
ど
の
窃
盗
犯
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、 

最
近
、
漸
増
傾
向
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
「詐
欺
」が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

今
回
は
、
「詐
欺
」に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

札幌少年鑑別所統括専門官   

       （企画調整担当） 

布 川 幸 太 



 

特
殊
詐
欺
で
捕
ま
る
少
年
の
特
徴 

  
特
殊
詐
欺
で
捕
ま
る
少
年
の
中
に
は
、
一

般
的
な
中
高
生
と
変
わ
ら
な
い
生
活
を
し
て

い
た
者
も
多
く
、
犯
罪
に
手
を
出
し
た
理
由

に
つ
い
て
も
、
「
お
金
を
受
け
取
る
ま
で
犯

罪
だ
と
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
」
、
「
た
だ

の
ア
ル
バ
イ
ト
の
つ
も
り
で
い
た
。
」
と
話

し
、
中
に
は
、
自
分
も
だ
ま
さ
れ
た
被
害
者

で
あ
る
と
考
え
る
少
年
も
い
ま
す
。
特
殊
詐

欺
で
少
年
鑑
別
所
に
入
所
し
た
少
年
の
約
半

数
は
、
学
生
又
は
有
職
者
で
あ
り
、
こ
れ
ま

で
保
護
観
察
な
ど
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
の

な
い
少
年
が
約
７
割
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、

表
面
的
に
は
社
会
に
適
応
し
た
少
年
が
多
い

様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。 

 

た
だ
し
、
専
門
的
な
検
査
ツ
ー
ル
を
用
い

て
、
特
殊
詐
欺
で
入
所
し
た
少
年
と
、
他
の

非
行
類
型
の
少
年
を
比
較
す
る
と
、
資
質

面
・
環
境
面
の
問
題
に
顕
著
な
差
は
認
め
ら

ず
、
両
者
の
抱
え
て
い
る
問
題
性
に
さ
ほ
ど

違
い
が
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

少
年
院
に
入
院
し
た
少
年
の
約
９
割
は
、

自
分
が
し
て
い
る
こ
と
は
犯
罪
だ
と
い
う
認

識
を
も
っ
て
犯
行
に
臨
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
、
犯
罪
に
至
っ
た
経
緯
や
動
機
に
つ
い
て

丁
寧
に
調
査
し
、
問
題
性
を
明
ら
か
に
し
て

処
遇
に
役
立
て
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

特
殊
詐
欺
事
犯
の
増
加
を
踏
ま
え
、
法
務

省
で
は
、
特
殊
詐
欺
で
入
所
し
た
少
年
の
鑑

別
・
指
導
の
手
引
き
を
作
成
し
、
よ
り
細
や

か
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
教
育
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
。 

 

個
人
情
報
を
人
質
に
取
ら
れ
る
少
年 

  

「
犯
罪
だ
と
分
か
っ
た
の
に
、
何
で
そ
の

場
か
ら
逃
げ
な
か
っ
た
の
？
」 

 

入
所
し
た
少
年
に
職
員
が
尋
ね
ま
す
。 

 

「
逃
げ
た
か
っ
た
け
ど
、
家
の
住
所
を
教

え
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
」 

 

詳
し
く
聞
く
と
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
通
し

て
、
特
殊
詐
欺
に
誘
わ
れ
た
際
に
、
本
名
や

家
の
住
所
を
教
え
て
し
ま
い
、
断
っ
た
ら
家

に
押
し
か
け
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
親
に

迷
惑
を
掛
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
、

ず
る
ず
る
と
事
件
に
加
担
し
て
し
ま
う
少
年

が
多
い
こ
と
が
伺
わ
れ
ま
す
。 

 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
通
じ
て
、
見
知
ら
ぬ
人
間

に
個
人
情
報
が
伝
わ
り
、
犯
罪
組
織
に
付
け

入
れ
ら
れ
た
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

犯
罪
だ
と
分
か
っ
て
い
た
の
に
、
好
奇
心

か
ら
近
付
い
て
い
き
、
後
戻
り
で
き
な
い
状

態
に
陥
っ
て
し
ま
う
少
年
も
い
ま
す
。 

 

「
個
人
情
報
管
理
の
大
切
さ
」
、
「
困
っ

た
と
き
に
誰
に
相
談
し
た
ら
良
い
の
か
」
。

犯
罪
予
防
の
た
め
に
、
教
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
い
え
ま
す
。 

  
 

身
近
な
危
機
意
識 

  

北
海
道
は
、
少
年
非
行
が
比
較
的
少
な
い

地
域
で
す
が
、
詐
欺
や
詐
欺
未
遂
で
札
幌
少

年
鑑
別
所
に
入
所
し
た
少
年
は
、
令
和
元
年

６
月
１
４
日
現
在
、
１
５
件
あ
り
ま
す
。 

 

悪
質
な
犯
罪
組
織
が
高
齢
者
を
だ
ま
し
、

少
年
を
利
用
す
る
特
殊
詐
欺
は
、
誰
し
も
が

巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
身
近
な
犯
罪

で
す
か
ら
、
今
後
も
引
き
続
き
北
海
道
警
察

本
部
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
機
関
が
協
力
し

て
、
そ
の
根
絶
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

 
 

    
 

地域援助の御依頼は‥ 
 

 

 全国共通相談ダイヤル 0570-085-085 
 （最寄りの法務少年支援センターにつながります。） 

 
 法務少年支援センターさっぽろ 011-787-0111 

 法務少年支援センターはこだて 0138-30-7877 

 法務少年支援センターくしろ  0154-41-5877    
 旭川法務少年支援センター   0166-31-5511 

 

 

 

 

 

法務少年支援センター（少年鑑 

別所）は，法務省が所管する国 

の施設です。  
 

 



  

  

  

  

札幌少年鑑別所 
011-784-7441 

函館少年鑑別支所 
0138-51-5652 

 昨年末から本年３月下旬まで，保護観察対象者（１号観察者）を当所で
雇用し，軽微な事務，環境整備等の就労経験を積ませる試みを実施いた

しました。再犯防止に役立てるため，平成２７年から全国の比較的大きな少

年鑑別所で，保護観察中の少年に就業を経験させています。今回は，週３

回，除雪やデータ整理などに取り組んでいました。今回の体験が更生につ

ながることを願っております。 

３月５日，法政大学の学生さんが社会福祉施設等見学の一環とし

て当所に訪れました。卒業後の進路として児童福祉領域及び司法，

法律関係に関心を持っておられる方も多いとのことで，皆さん，真剣な

表情で説明に耳を傾けていただきました。見学だけでなく，講演の依頼

も受け付けております。御依頼があればどこへでもお伺いしますので，

ぜひお声掛けいただきたくお願いいたします。 

月形学園 
0126-53-2736 

 当園は，昭和４８年から月形町において施

設を運営してまいりましたが，在院者の減少

等もあり，誠に残念ではありますが，今年度を

もって閉庁することとなりました。当園のこれ

までの歴史を振り返りますと，矯正に理解の

ある月形町や地域の方々からの支援に恵ま

れ，在院性は，たくさんの人の支えを実感し，

更生の意欲を強めることができました。これま

で支えてくださった方々の深い御理解と多大

なる御支援に感謝しながら，最後まで頑張り

ます。 

釧路少年鑑別支所 
0154-41-5808 

 ４月から，札幌少年鑑別所を

本所とする「釧路少年鑑別支

所」として，新たなスタートを切り

ました。 

 これからも少年の健全育成の

ため，ケースの相談や講演を受

けていきますので，ぜひ御依頼く

ださい。 

旭川少年鑑別所 
0166-31-5468 

 春を迎えた当所では，職員が

ガーデニングを行っています。入

所した少年たちが美しい花々に

触れることによって豊かな感受

性を育み，生命の大切さを感じ

取ってもらえるよう，環境を整え

ております。 

 帯広市内の高齢者ホームの御協力

をいただき，社会貢献活動を行いまし

た。施設周辺の除草作業のほか，利用

者の皆さんと一緒にレクリエーションに

参加しました。孫と同世代の少年に元

気をもらったと利用者の方々に優しく声

を掛けていただきました。 

 また，ＪＩＣＡ帯広の見学も行いました。

お互いの文化を尊重することの大切さ

に気づく貴重な機会となりました。９月に

は，ＪＩＣＡ研修員の皆さんが，当院を訪

問される予定です。 

帯広少年院 
0155-24-5787 

紫明女子学院 
0123-22-5141 

 先日，北海道警察本部の少年サポー

トセンターで，再非行防止のための少女

たちとのかかわり方について，出前授業

を行いました。 

 当院では，対人関係や自分を見つめ

なおすための授業などを準備していま

す。千歳市の出前講座に登録しておりま

すので，お気軽に御連絡・御相談くださ

い。 

北海少年院
0123-23-3147  ５月１６日，令和元年度第１回介護福祉科

の開講式が行われました。今年度から，当院

では北海道外の少年院からも受講生を受け入

れることとなり，今回は多摩少年院及び東日

本少年矯正医療・教育センターから各１名を

受け入れ，当院の在院者３名と合わせ総員５

名で開講しました。昨今，介護業界では人手

不足が深刻で，外国人や他業種からの転職を

目指す方々も増えているそうです。当院の介

護福祉科生にとっても，有力な就職先となる

のではないかと期待しています。９月中旬まで

の４か月間，資格取得を目指して頑張ります。 

次号担当庁は北海少年院です  

法務省ホームページもご覧ください 

http://www/moj.go.jp/ 
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